
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃より杉並区のまちづくりにご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

このたび、区では、（仮称）玉川上水・放射 5 号線周辺地区まちづくり計画（中間のまとめ）と

地区計画等の素案を作成しました。 

つきましては、以下の日程で意見交換会を開催いたします。当日は、用途地域の変更や地区計画

等の具体的な内容（素案）をお示しし、意見交換を行います。 

皆様にご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

                                               

まちづくり計画（中間のまとめ）・地区計画等の素案をご説明します 

No.４ 

 

玉川上水・放射５号線周辺地区 

まちづくりだより 
 
発行：平成２８年１月 ／ 杉並区都市整備部まちづくり推進課 ／ 編集協力：㈱首都圏総合計画研究所 
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※事前の申し込みはありません。

当日は直接会場までお越しく

ださい。 

※駐車場はありません。 

 車での来場はお控えください。 

拡大図 

意見交換会を開催します！ 
 

拡大図 

区域内にお住まいの方、地権者の方が対象です。 

【日時】 1 月 21 日（木）  19 時 ～ 20 時 30 分 

     1 月 22 日（金）  10 時 ～ 11 時 30 分 

     1 月 24 日（日）  10 時 ～ 11 時 30 分 

※3 日間すべて同じ内容になりますので、ご都合の良い日にお越しください。 

【場所】 久我山会館 1 階 ホール  （久我山 3 丁目 23 番 20 号） 

※地区計画等の具体的な内容をご説明します。ぜひご参加ください。 



■ 今後の進め方（参考） 
まちづくり計画の柱となる地区計画等の都市計画決定までの流れは、次のとおりです。 

今後も、地域の皆様のご意見を伺いながら進めてまいります。 

都市計画の決定 
【地区計画や用途地域の変更等】 
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まちづくり計画は、杉並区まちづくり基本方針の地域別方針等に基づき、玉川上水・放射５

号線周辺地区のまちづくりの計画として位置づけ、まちづくりの目標や方針、まちづくりの具

体化の手法及び都市計画の具体的内容（素案）等で構成します。 

（仮称）玉川上水・放射 5号線周辺地区まちづくり計画（中間のまとめ）について 

ま
ち
づ
く
り
計
画 

（
中
間
の
ま
と
め
） 

杉並区 都市整備部 まちづくり推進課 地区計画係 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１  電話 ０３－３３１２－２１１１（代表） 
問合せ先 

http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=404080 

 

 

杉並区 ＞ 区政資料 ＞ 計画 ＞ まちづくり・住宅＞ 玉川上水・放射５号線周辺地区まちづくり 

これまでの「玉川上水・放射 5 号線周辺地区まちづくり」に関する資料は杉並区ホームページでご覧いただけます。 
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28 年 1 月 

(

仮
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2 月中旬 

個別の説明などを

予定しています。 

地
区
計
画
等(

原
案)

の
作
成 

まちづくり 

計画の策定 

用途地域の変更等については、東京都が都市計画の手続きを行います。 

個別のまちづくり方針（目標、方針、取組の方向性） 

土地利用、安全・安心、みどり・環境、景観 

計画の具体化（手法・実施時期等） 

区の制度や事業など 

まちづくり計画の具体化 

対象区域のまちの将来像 

～放射 5 号線の整備を契機とした周辺まちづくり～ 

玉川上水のみどりを活かし、住環境と交通環境が調和したまち 

今回、素案を 

お示しします。 
 

※用途地域の変更

等については、東

京都が都市計画

の手続きを行い

ますが、現在、調

整中です。 


